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全道に占める後志農業の位置付け

１．耕地面積

総土地面積　 ha 430,590 8,342,223 5.2%
令和６年 国土交通省国土地理院

全国都道府県市区町村別面積調

耕地面積　　 ha 34,430 1,141,000 3.0% 令和５年 農林水産省 作物統計

田 ha 8,511 24.7% 221,500 19.4% 3.8% 〃

畑
(樹園地・牧草地含む）

ha 25,911 75.3% 919,100 80.6% 2.8% 〃

１経営体あたり耕地面積 ha 15.6 32.7

２．農家数

農業経営体数　 経営体 2,203 34,913 6.3% 2020年農林業センサス

専業農家数　　 戸 1,394 26,597 5.2%
2015年農林業センサス

(2020より調査項目廃止）

３．人口

総 人 口　　　 人 194,552 5,139,913 3.8% 令和５年１月 住民基本台帳

農業就業人口　 人 5,036 2.6% 80,552 1.6% 6.3%    2020年農林業センサス

４．農畜産物収穫量

米 t 23,300 553,200 4.2% 令和４年 農林水産省 作物統計

小　麦 t 8,080 614,200 1.3% 〃

馬鈴薯 t 132,500 1,819,000 7.3% 〃

大　豆 t 4,070 108,900 3.7% 〃

小　豆 t 3,308 39,300 8.4%
令和４年 麦類・豆類及び雑穀の生産実績

等調査、麦類・豆類・雑穀便覧

てん菜 t 68,600 3,545,000 1.9% 令和４年 農林水産省 作物統計

牛　乳 t 21,628 3,924,639 0.6%
令和４年 酪農検定検査協会 合乳

検査成績

りんご t 2,697 5,327 50.6% 令和３年産特産果樹生産動態等調査

ぶどう t 3,642 3,917 93.0% 〃

５．家畜飼養頭羽数

乳用牛 頭 4,294 850,942 0.5%
令和５年 農政部畜産振興課調査

（令和5年2月1日現在）

肉用牛 頭 1,781 358,602 0.5%
令和５年 農政部畜産振興課調査

（令和5年2月1日現在）

豚 10頭 4,995 44,822 11.1%
令和５年 農政部畜産振興課調査

（令和5年2月1日現在）

採卵鶏 千羽 26 7,146 0.4% 2020年農林業センサス

６．農業産出額

産出額 千万円 4,401 129,176 3.4%
令和４年 農林水産省

生産農業所得統計

耕　種 千万円 3,462 78.7% 53,837 41.7% 6.4% 〃

畜　産 千万円 937 21.3% 75,351 58.3% 1.2% 〃

区 分 単位
後　志
（Ａ）

全　道
（Ｂ）

備 考
比率

（％）
比率

（％）
Ａ/Ｂ
（％）



Ⅰ 後志の概要

後志は、北海道の南西部に位置し、江戸時代には西蝦夷地に属する地域でした。

北部、西部は日本海に面し、東部は石狩地域に接しています。また、南部は西胆振地域に接するとともに、渡島
半島（渡島地域・檜山地域）の付け根にまで及んでいます。
後志の総面積は430,590haで全道の総面積8,342,223haの5.2%を占めており、この面積は東京都の総面積の
約２倍に匹敵する面積です。

「しりべし」という地名が初めて書物に登場するのは「日本書紀」で、西暦６５９年（斉明５年）大和朝廷の命を受
けた阿部比羅夫が船軍１８０艘をもって蝦夷国を討ち、「後方羊蹄」に郡領（役所）を置いて帰ったと記されてい
ます。

この「後方羊蹄」が現在のどのあたりに当たるかについては、諸説があり、後志地方のほかに、北海道の渡島
半島南部、青森県深浦町付近、同県十三湊湖付近、同県青森市付近などが挙げられています。

西暦１８６９年（明治２年）、国郡制が制定されたことにより、北海道は１１国８６郡の地域に分けられましたが、
この１１国のうちの１つに「後志国」がありました。現在の後志地域とほぼ同じ位置にあり、１７郡が置かれていま
した。

国名は、阿部比羅夫が郡領を置いたという「後方羊蹄」の語音にちなんだもので、後志の中央部を流れる尻別
川のアイヌ語名「シリ・ペッ（「山の」、「川」の意）」をとり、音訳して松浦武四郎が「後志」と名付けました。

※ 出典：角川「日本地名大辞典」～北海道上巻～
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１ 後志の由来

２ 位置・面積

北端：北緯 43°22′（積丹町） 南端：北緯 42°32′（島牧村）
東端：東経 141°17′（小樽市） 西端：東経 139°49′（島牧村）

宗谷
総合振興局

留萌
振興局

上川
総合振興局

オホーツク
総合振興局

根室
振興局

釧路
総合振興局

十勝
総合振興局

日高
振興局

空知総合
振興局

石狩
振興局

胆振
総合振興局

渡島
総合振興局

檜山
振興局

後志総合振興局後志総合振興局



後志管内は、１市１３町６村から構成されており、総人口は194,552人で北海道全体の3.8%を占めています。こ
のうち小樽市が108,548人と後志管内全体の55.8%を占めています。（令和5年１月１日現在：住民基本台帳）
管内の１５歳以上就業者数は88,954人となっています。市町村別では、第一次産業は仁木町（47.8%）、真狩村
（38.9%）と、いずれも農業によって高くなっています。第二次産業は岩内町（31.2%）、古平町（26.9%）で割合が
高く、それぞれ建設業、製造業の比率が大きくなっています。また、第三次産業は小樽市（79.8%）、倶知安町
（78.0%）、泊村（75.9%）で割合が高く、それぞれ卸・小売業・医療・福祉、卸・小売業・公務、電気・ガス等の比率
が高くなっています。（令和２年：国勢調査）

後志の気候は、日本海側気候に属し、一般的に春から夏にかけては温暖で晴天に恵まれる日が多いものの、冬
は北西の季節風を受け、降雪量が多く、根雪は１１月中旬から４月中旬に及びます。

しかし、複雑な地勢のため、地域によって気象はかなり異なり、特に冬はその差が著しく現れます。北後志は、比
較的温暖で積雪量も少なめであるのに対し、羊蹄山麓地帯では、本道でも最も降雪が早く、道内屈指の豪雪地帯
となっています。また、積丹半島以南の沿岸地帯は、季節風を正面から受けて風雪が強く、海は波浪が激しくなり
ます。
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３ 人口及び産業

４ 気 候



Ⅱ 後志の農業概要

農業経営体数は、高齢化や後継者不足
などから年々減少しており、令和２年では
平成１２年に比べ2,049経営体（51.8%）減
の2,203経営体となっています。
令和２年より、個人経営と団体経営に分
かれ、法人経営は団体経営の中に含めて
います。

農家人口は、農業経営体数と同様に
年々減少しており、令和２年では平成２７
年に比べ販売農家で1,569人（19.7%）減
の6,405人となっています。
農家人口に占める６５歳以上の割合は
年々増加しており、令和２年では平成27
年に比べ4.5ポイント増の41.2%で、全道
平均の37.2%を4.0ポイント上回り、高齢
化が進んでいます。

耕地面積は、令和元年から横ばいなっ
ていますが、昭和60年から比較すると、
減少傾向となっています。
地目別では、畑の割合が75.3%と高く
なっています。
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１ 農業経営体数

２ 農家人口

３ 耕地面積



５ 新規就農者

６ 農地流動化
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４ 経営耕地規模別農家戸数

農地の移動面積は、年によるばらつきがあ
り、近年は2,500ha前後で推移していますが、
令和３年は約2,100haとなっています。
令和３年の内訳は賃借権の設定、使用貸
借権の設定が多く、この２つの権利設定によ
るものが全体の80%を占めています。

新規就農者数は、近年では年間20人～
30人程度で推移しており、令和4
年は25人が就農しました。
内訳は、農外からの「新規参入者(19
人)」 が最も多く、続いて農家出身者の「U
ターン就農者(5人)、「新規学卒就農者(1
人)」の順となっています。

経営耕地規模別の農家割合は、規模拡大
傾向で推移していますが、平均15.6haと全
道平均32.7haに比べると小さくなっています。



７ 農業産出額
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農業産出額は、平成６年の523億
円が最高で、令和３年は426億円と
なりました。
部門別では耕種部門が約7割を占
め、野菜36.7%を占めています。果
実は9.8%ですが、全道の約5割を占
め、管内農業の特色の一つとなって
います。



Ⅲ 主要農畜産物の動向

１ 水 稲

２ 畑作物
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羊蹄山麓は、古くから生食用馬鈴しょが作付けされ、全国屈指の産地として高い評価を得ています。主要
な品種は「男爵薯」､「キタアカリ」､「とうや」などで、その他、小麦、大豆、小豆、てん菜などと共に輪作で栽培
されています。また、共和町、蘭越町などの水田地帯においては、輪作作物として、小麦、大豆、馬鈴しょな
どの作付けがあります。

後志管内の水稲作付面
積は、昭和45年をピークに、
約40年にわたる生産調整
の実施や主食用米の国内
需要量の減少に伴い令和
4年には4,210ha、収穫量は
23,300ｔとなりました。
全道に占める割合は、作
付面積・収穫量ともに5％
程度で、また、蘭越町と共
和町の2町で管内の水稲
作付面積の約7割を占めて
います。



３ 野 菜
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地理的条件を生かし多種多様な野菜が生産されています。ミニトマト、食用ゆり､すいか、メロン、だいこんなどは
全道の生産に占める割合が高くなっています。

単位面積あたりの農業所得が高い野菜は、一戸あたりの耕地面積が小さな後志管内の農業経営において、重要
な作物となっています。

４ 畜 産
管内の畜産は、酪農と肉牛生産については、全道平均に比べ一戸当たりの規模が小さく、一方、養豚については、
大きくなっています。
乳用牛や肉用牛の飼養頭数は、農業者の高齢化などから減少しており、全道に占める割合は1％程度です。
豚の飼養頭数は、近年増加してきており、全道に占める割合は、11.1％です。
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５ 果 樹
仁木町、余市町を中心に、後志の北部は道内有数の果樹生産地帯です。りんご、おうとう、ぶどうを中心に生産
されています。近年は、ワイナリーの開設が相次ぎ、醸造用ぶどうの作付けが増加しています。

市町村名 会 社 名 ワ イ ナ リ ー 名

蘭 越 町 松 原 農 園 同 左

ニ セ コ 町 羊 蹄 グ リ ー ン ビ ジ ネ ス ニ セ コ ワ イ ナ リ ー

（ 株 ） NIKI Hills ヴ ィ レ ッ ジ
NIKI Hills

（ 仁 木 ヒ ル ズ ）

（ 株 ） Vina de oro bodege
Vina de oro bodege

（ ヴ ィ ニ ャ デ オ ロ ボ デ ガ ）

（ 株 ） ル ・ レ ー ヴ ・ ワ イ ナ リ ー
Domaine Bless

（ ド メ ー ヌ ・ ブ レ ス ）

（ 株 ） 自 然 農 園 グ ル ー プ
Domaine ICHI

（ ド メ ー ヌ ・ イ チ ）

( 株 ) 余 市 川 ワ イ ナ リ ー 倶 楽 部 ド メ ー ヌ ・ ア ル ビ オ ー ズ

日 本 清 酒 （ 株 ） 余 市 ワ イ ナ リ ー

Domaine Takahiko
（ ド メ ー ヌ タ カ ヒ コ ）

同 左

（ 株 ） OcciGabi Winery
OcciGabi Winery

（ オ チ ガ ビ ワ イ ナ リ ー ）

リ タ フ ァ ー ム ＆ ワ イ ナ リ ー 同 左

登 醸 造 同 左

Domaine Atsushi Suzuki
（ ド メ ー ヌ ア ツ シ ス ズ キ ）

同 左

（ 株 ） 平 川 ワ イ ナ リ ー 平 川 ワ イ ナ リ ー

Domaine Mont
（ ド メ ー ヌ モ ン ）

同 左

ワ イ ナ リ ー YUMENOMORI 同 左

（ 株 ） キ ャ メ ル フ ァ ー ム キ ャ メ ル フ ァ ー ム

モ ン ガ ク 谷 ワ イ ナ リ ー 同 左

（ 株 ） YUI
DOMAINE YUI

（ ド メ ー ヌ ・ ユ イ ）

笠 惇 太 郎
Lan Seqqua

（ ラ ン ・ セ ッ カ ）

山 田 雄 一 郎 山 田 堂

バ ー ガ ン デ ィ ー ( 株 )
Misono Vineyard

（ ミ ソ ノ ヴ ィ ン ヤ ー ド ）

村 井 啓 人

LOWBROW CRAFT LOCAL
INDEPENDENT WINERY

（ ロ ウ ブ ロ ウ ク ラ フ ト ロ ー カ ル
インデ ィペ ンデン ト ワ イナ リ ー ）

大 野 崇 MARUMEGANE

YokaWinery 株 式 会 社 Yoka Winery

中 井 淳 ド メ ー ヌ ミ ズ キ ナ カ イ

北 海 道 ワ イ ン （ 株 ） 北 海 道 ワ イ ン

OSA WINERY
（ オ サ ワ イ ナ リ ー ）

同 左

令和６年３月末現在

小 樽 市

後志管内　ワイナリー

余市町

仁木町



後志管内の農業地域は、大きく４地域に分類することができます。
■北後志地域（積丹町、古平町、余市町、仁木町、赤井川村、小樽市）

温暖で、北海道開拓史時代から果樹栽培を行っている地域で、現在は、さくらんぼや醸造用ぶどう
などの果樹に加え、ミニトマト、カラーピーマン、花きなどの施設園芸も主要品目となっています。

■岩宇地域（共和町、岩内町、泊村、神恵内村）
比較的降雪が少なく、水稲や、すいか、メロンの栽培が盛んです。馬鈴しょやスイートコーンなどの栽培

も行われています。
■羊蹄山麓地域（ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町）

道内でも有数の豪雪地域で、生食用馬鈴しょ、小麦、豆類、てん菜の畑作に加え、だいこんやにんじん、
ゆり根、アスパラガスなどは全国屈指の産地です。

■南後志地域（島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町）
夏期に多霧な黒松内町は酪農や種馬鈴しょなどの生産が盛んで、また、蘭越町は管内有数の水稲生産

産地です。その他、小麦など畑作物や露地野菜などの栽培が行われています。

Ⅳ 後志農業の特色

資料：「北海道農協年鑑」
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１ 地域の特徴

各農協販売取扱高（Ｒ４）

〔神恵内村・泊村・共和町・岩内町〕

〔余市町〕

〔積丹町・古平町・仁木町・赤井川村・小樽市〕
〔倶知安町・京極町・喜茂別町・留寿都村・
真狩村・ニセコ町・蘭越町・黒松内町・寿都町〕
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２ 作付面積の全道比率が高い品目

後志管内の主なブランド農産物

資料：後志総合振興局農務課調べ（Ｒ４）

（馬鈴しょ・果樹はＲ３）



Ⅴ クリーン農業

クリーン農業とは、たい肥等の有機物の施用などによる土づくりに努め、化学肥料や化学合成農薬の使用を必
要最小限にとどめるなど、農業の自然循環機能を維持・増進させ、環境との調和に配慮した、安全・安心で品質の
高い農産物の安定生産を進める環境保全型農業です。後志管内でも、土づくりを基本に、化学肥料・化学合成農
薬の使用を削減する栽培技術を導入したクリーン農業が取り組まれています。

北のクリーン農産物表示制度 （YES!clean表示制度）とは、一定の基準を満たした
クリーン農産物を生産する集団を登録し、当該集団が登録の対象となった農産物を出
荷する際に行うYES!cleanマークの表示や栽培情報等の公開に関するルール等を定
めたものです。

後志管内では、令和３年６月末現在、１１市町村で１８作物延べ４０集団が登録され
ています。
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１ クリーン農業の取組

３ 環境負荷低減事業活動実施計画の認定

北海道では、農林漁業者の環境負荷低減事業活動などを促進するため、みどりの食料システム法に基づく「農
林漁業における環境負荷低減事業活動の促進に関する北海道基本計画」を道内１７９市町村と共同で策定。
基本計画に定める環境負荷の低減に関する目標達成に資するため、農業者が作成する「環境負荷低減事業活
動実施計画」の認定申請の受付を、令和５年１月４日より開始しています。

後志管内では、令和６年５月末現在、１町３名の農業者が認定されています。

４ 特別栽培農産物表示ガイドライン

特別栽培農産物表示ガイドラインとは、農薬や化学肥料を使用しない農産物や使用
を節減して栽培された農産物の生産や表示について、生産、流通、販売に携わる人た
ちが守るべき一定の基準を定めたものあり、特別栽培農産物とは、その生産物が生産
された地域の慣行レベル（各地域の慣行的に行われている削減対象農薬及び化学肥
料の使用状況）に比べて、次の２点を満たして栽培された農産物をいいます。

①削減対象農薬の使用回数が５０％以下 ②化学肥料の窒素成分量が５０％以下

５ 有機農産物の日本農林規格

有機農産物の日本農林規格（ＪＡＳ）とは、
・種まきをするより２年以上前から農薬や化学合成肥料を原則として使わない
・遺伝子組換えの種を使わない

などの生産の方法を定めたもので、登録認定機関が個別に検査認証して、有機ＪＡＳ
マークが貼付可能となります。

「有機ＪＡＳマーク」がない農産物と農産物加工品に、「有機」、「オーガニック」などの
名称の表示や、これと紛らわしい表示をすることは、法律で禁止されています。

後志管内では、令和５年１２月末現在、島牧村、蘭越町、真狩村、共和町で各１事
業者、小樽市と仁木町で各２事業者、赤井川村で３事業者の計１１事業者が有機農
産物認定事業者として公開されています。

２ 北のクリーン農産物表示制度 （YES!clean表示制度）



Ⅵ 愛食・食育

北海道では、道民みんなで身近な道産食品の良さを理解し、もっと愛用しましょうという「愛食運動」の普及啓発

を農業団体や消費者団体などと一体となって取り組んでおり、後志管内においても、北海道米の道内食率向上に
向けたキャンペーン活動など、様々な愛食推進の取組が行われています。

また、学校教育・保健福祉や農業関係者などの連携により、幅広い世代を対象とした食育活動が各地域で行わ
れており、振興局では、食育推進ネットワーク会議を設置して、関係者が一体となった食育活動を推進しています。
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１ 管内の愛食・食育の取組

２ 北海道らしい食づくり名人登録制度

３ 道産食品独自認証制度、道産食品登録制度

平成１７年度から、各地域でその土地ならではの農産物を作っている人や、地域が誇るこだわりの加工品・郷土
料理を作っている人など、地域の風土や食文化などを生かした北海道らしい食づくりを行っている方々を「食づくり
名人」として登録し、これらの名人の持つ「技」などの情報をホームページで公開する「北海道らしい食づくり名人登
録制度」が創設されました。

令和６年１月末現在、全道で１４３、後志管内では１３の団体・個人の方が登録されており、今後も随時登録者の
拡大を図ることとしています。

道産食品への高い信頼に応えるため、平成１６年、安全・安心の諸基準を満たし、
独自のこだわりを持って製造された道産食品を認定する「道産食品独自認証制度」
（認証マークの愛称：きらりっぷ）がスタートしました。

これまでに、ハム類など２１品目の認証基準が制定されており、令和６年３月末現
在、全道で３６点、後志管内からは熟成新巻鮭（山漬け）１点、納豆４点が認証されて
います。

また、平成１８年1月には、道内で製造・加工された道産加工食品を登録する「道産
食品登録制度」が創設され、令和６年４月末現在、３５９点が登録されています。後志
管内からは水産加工品や菓子など３０点が登録されており、今後も制度の普及に向
けた取組を進めることとしています。

４ 地産地消に向けて

後志総合振興局では、後志地区北海道米食率向上戦略会議のメンバーとして、北

海道米の美味しさを広く知ってもらえるよう、地域イベントにおけるＰＲ活動を行い、北
海道米の消費拡大を図っています。
また、道では輸入小麦から道産小麦への利用転換（麦チェン）を推進しており、麦

チェンサポーター店は令和５年１１月末現在、全道で３１６店が登録されており、後志
管内では、９店舗のベーカリーやレストラン等が登録されています。

５ 北のめぐみ愛食レストラン

平成１８年度から、道産の食材を使用し、こだわり料理を提供する外食店等を道が

「北のめぐみ愛食レストラン」として認定し、北海道の食の魅力を発信してもらう「北の
めぐみ愛食レストラン認定事業」がスタートし、令和６年１月末時点、全道で２９８店が
認定されています。
後志管内では、５０の宿泊施設・外食店が認定されており、今後もホームページ等を
利用して制度を普及するとともに、認定店の拡大を図ることとしています。



１ 農業改良普及センターの管轄区域
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管内の普及センターは本所と北後志支所があり、農業生産性の向上や農作物品質向上のための技術支援、
効率的・安定的な農業経営のための支援、農村生活の改善のための支援を行っています。

２ 農業改良普及センターの普及課題

（２）令和５年度重点課題

Ⅶ 農業改良普及活動

（１）普及活動計画の普及課題数

後志農業改良普及センター北後志支所
〒０４６－００１５
余市郡余市町朝日町１１－１
電話 ０１３５－２２－５１３５

後志農業改良普及センター
〒０４４－００８３
虻田郡倶知安町旭５７－１
電話 ０１３６－２２－１０７２

広域課題

重点課題 一般課題 推進事項

本　所 4 9

北後志支所 1 3

合　計 5 12 5

地域課題
合　計

5
22



Ⅷ 家畜衛生
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家畜保健衛生所は、家畜衛生の向上により畜産を振興するため、法律で設置が義務づけられている組織です。
家畜伝染病予防法、薬機法、獣医師法他法律に基づく業務、家畜の緊急な伝染病や生産性を阻害する疾病・
予防・対応などを、管内農畜産関係者の皆さんと連携を図りながら実施しています。

１ 後志家畜保健衛生所の概要

後志家畜保健衛生所
〒０４４－００８３ 虻田郡倶知安町字旭１５番地 電話 ０１３６－２２－２０１０ FAX ０１３６－２２－１５５４

③ 病性鑑定事業

④ 動物薬事・安全対策事業・獣医事

① 家畜伝染病予防事業

○法定伝染病の定期検査 ○高病原性鳥インフルエンザ防疫
○監視伝染病の防疫対策 ○輸移入家畜の着地防疫
○海外悪性伝染病防疫 ○公共牧場衛生対策
○飼養衛生管理基準に基づく調査 ○死亡牛のBSE検査

② 家畜衛生対策事業

○生産性向上対策事業 ○防疫演習の開催
○家畜衛生だよりの発行 ○家畜保健衛生推進会議の開催

○原因不明疾病の鑑定
○飼養者等からの依頼による疾病抗体等の検査、証明書の発行

○動物用医薬品販売業の許認可に係る事務、販売店舗の巡回指導
○動物用高度管理医療機器等販売・貸与業の許可に係る事務
○畜肉等における抗菌性物質の残留防止対策
○飼育動物診療施設開設関連事務、飼育動物診療年報事務

防疫演習 （防疫作業車輌の消毒） 病性鑑定



Ⅸ 後志の農業農村整備事業
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１ 事業の概要

農業農村整備事業は、農業の生産、農村の環境、地域資源の防災保全、農業農村が有する多面的機能の維

持増進などの広範で多岐にわたっており、農業者だけではなく、農村に居住する住民、更には都市住民など国民
全体の生活を向上させ、農業農村を発展させるために重要な役割を担っています。
しかし、北海道では次世代の農業を担う農家の減少や、高齢化の進行等、多くの課題に直面しています。
このようなことから、本道における農業農村整備の展開方向を明確にし、今後の進め方や重点的な取組などを

農業者や農業関係団体、市町村をはじめ道民の皆さんにわかりやすく示すため「北海道農業農村整備推進方針」
を平成１７年に策定しました。（令和４年３月に改定）
この方針の中では、次の三つに重点化した取組を行うこととしています。

○ いのちの源「食」の生産をささえる
○多様な担い手と地域をささえる 『豊かな農村空間の創造』
○豊かな農村環境をささえる

２ 事業の体系

農業農村整備事業は、整備の目的により大きく二つに分けられます。
一つは、安定した農業用水等の確保により、農業の生産性向上を図るための農業用用排水施設の整備や、

暗きょ排水・区画整理など農作業効率等を向上させ、優良な農地を確保するために水田や畑の整備を行う「農
業生産基盤の整備」です。もう一つは、農業生産を維持し農村居住者や国民共有の財産を守るため、老朽化し
た施設の改修や農地の浸食防止等の整備を行う「農地等の保全と管理」です。（令和５年度の道営事業では、次
のページの体系図に示す事業を行っています。）

農業用排水路の整備
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農業農村整備事業には、北海道が事業主体となって実施する「道営事業」と、市町村や土地改良区等が事
業主体となって実施する「団体営事業」とがあります。団体営事業は、道営事業の採択要件を満たさないもの
や、維持管理に関する事業が主なものとなっています。

３ 後志の農業農村整備事業

① 道営事業

＜農業生産基盤の整備＞

○ 農地に良い土を入れたり、排水条件を良くすることなどにより、農作物の品質と収量が上がります。

○ 急斜面の農地を平らにしたり、ほ場の区画を大きくすることなどにより、農作業がしやすくなります。

○ 農業用水の確保や地下水の排除などにより、これまで作付けできなかった農作物の導入が可能
になります。

○ ほ場を整備することにより農地の流動化が進み、経営規模の拡大が可能になります。

＜農地等の保全と管理＞

○ 排水するための施設や防災のためのダムを整備したり、施設の耐震対策や長寿命化対策を行う
ことなどにより、洪水等の災害を防いだり、被害を軽減させたりします 。

○ 傾斜地に地すべり防止のためのよう壁を設置したり、農地浸食防止のための排水施設等を整備す
ることなどにより、農地や農業用施設を保全します。

～ 農地整備事業（経営体育成型） 蘭越地区（蘭越町） 実施状況 ～
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①道営事業

2,335,570 千円

○ 農業生産基盤の整備 1,721,970 千円 （ 74% ）

　・  農地整備事業（経営体育成型） 5 地区
1,015,680 千円 （ 43% ）

　・  農地整備事業（中山間地域型） 2 地区
182,300 千円 （ 8% ）

　・ 畑地帯総合整備事業（畑地帯総合整備
中山間地域型担い手育成対策） 2 地区

505,320 千円 （ 22% ）
　・ 畑地かんがい推進モデルほ場設置事業 1 地区

18,670 千円 （ 1% ）

○ 農業用施設の保全と管理 613,600 千円 （ 26% ）

　・ 水利施設整備事業
（基幹水利施設整備型） 1 地区

290,500 千円 （ 12% ）
　・ 水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型） 2 地区
323,100 千円 （ 14% ）

②団体営事業

222,083 千円

○ 農地耕作条件改善事業 4 地区
56,788 千円 （ 26% ）

○ 農業水路等長寿命化・防災減災事業 6 地区
31,891 千円 （ 14% ）

○ 基幹水利施設管理事業 3 地区
53,210 千円 （ 24% ）

○ 1 地区
1,120 千円 （ 1% ）

○ 水利施設管理強化事業 3 地区
14,134 千円 （ 6% ）

○ 農業集落排水事業 1 地区
64,940 千円 （ 29% ）

　団体営事業を実施するための令和5年度予算は、次のとおりです。
　本年度も引き続き、農地・用排水路の簡易な整備を行う「農地耕作条件改善事業」や「農業水路等長寿命化・防災減
災事業」や、水利施設の管理を行う「基幹水利施設管理事業」や、汚水処理施設の整備や更新を行う「農業集落排水
事業」等を実施しています。

　道営事業を実施するための令和5年度予算は次のとおりです。
　本年度も引き続き、「農業生産基盤の整備」や「農業用施設の保全と管理」を実施しています。

水利施設等保全高度化事業（基幹水利施設保全型）

全体事業費（団体営）

全体事業費（道営）

農業生産基盤の整備

農業用施設の保全と管理

農業水路等長寿命化・
防災減災事業

農地耕作条件改善事業

基幹水利施設管
理事業

水利施設管理強化事業

農業集落排水事業
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Ⅹ 後志総合振興局産業振興部組織機構図

- 19 -

生 産 振 興 係
農産物の生産振興、米消費拡大、草地開発、酪農・畜産の振興、飼料の生産振興、
畜産環境保全、家畜衛生、動物薬事・獣医

農業農村整備事業に係る予算総括経理・決算、課内業務の企画・調整、農業農村整
備事業に係る工事請負・委託業務契約

道営農地整備事業（経営体育成型）及び同（中山間地域型）の実施

道営農地整備事業（中山間地域型）、道営水利施設等保全高度化事業（基幹水利施
設保全型及び整備型）及び同（畑地帯総合整備型）の実施、農業用ため池・海岸保
全施設・地すべり防止施設の管理

主 査 （ 農 地 ）

道営農地整備事業（中山間地域型）及び道営水利施設等保全高度化事業（畑地帯
総合整備型）の実施、農道整備に関すること

主 幹

農業農村整備事業計画の企画調整・指導普及、計画樹立、農地・施設保全情報、中
長期計画の策定、国営農業農村整備事業地区の調整、団体営事業（農地耕作条件
改善事業及び基盤整備促進事業）

農 地 整 備 係

調 整 係

農地の利用調整、農業委員会指導、地籍調査事業、国有農地、農業経営基盤強化
促進対策

施 設 整 備 係

産 業 振 興 部 長

課内の連絡調整、営農指導対策、農作物生育状況、農薬取締、農業機械、農作業
安全、スマート農業、植物防疫、普及センター・家畜保健衛生所の運営

農 業 経 営 係

６次産業化、農村ツーリズム、食育・食品安全、ＧＡＰ認証、クリーン・有機農業、環境
保全型農業直接支払、鳥獣被害対策、農畜産物の輸出促進、中山間直接支払

農業金融制度、担い手育成支援、農業経営支援、経営所得安定対策、人・農地プラ
ン

農 務 課 長

農業農村整備事業に係る企画調整・負担金・分担金、公庫資金、土地改良区の運営
指導・認可、農業水利、農地海岸・地すべり防止区域管理、用地取得・補償、用地測
量・補償調査、換地処分、交換分合、農業農村整備事業に係る財産管理・処分、開
拓財産の管理・処分、国有未開地処分法による登記及び民有未墾地抵当権抹消

主査（農村整備）

令和6年4月1日現在

林 務 課 長

農 政 係

主 査 （ 企 画 ）

主 な 業 務 内 容

水 産 課 長

検 査 専 門 員

主査（農村振興）

農業農村整備事業の設計基準、農業農村整備事業の設計及び積算の指導・審査、
単価・歩掛、工事仕様書、施工管理、農地及び農業用施設の災害復旧事業、農業用
ため池に関すること

後志農業改良

普及センター

農業農村整備推進方針、次世代農業促進生産基盤整備特別対策事業、農業経営
高度化支援事業、多面的機能支払、施設管理関係事業、団体営農業農村整備事
業、地域づくり総合交付金、畑地かんがい推進モデルほ場設置事業

北 後 志 支 所

後 志 家 畜
保 健 衛 生 所

農 村 振 興 課長

地 域 計 画 係

主 査 （ 設 計 ）

指 導 企 画 係

主幹（基盤整備）

主幹（企画調整） 用 地 専 門 員



ⅩⅠ 主要農業関係機関一覧
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名 称 区 域 電 話

きょ うわ 共和町、岩内町、泊村、神恵内村 (0135)73-2121

余 市 町 余市町 (0135)23-3121

電 話

(011)271-7212

名 称 区 域 電 話

蘭 越 蘭越町 (0136)55-6529

倶 知 安 倶知安町、京極町 (0136)22-2296

共 和 共和町 (0135)73-2034

余 市 川 仁木町、余市町、赤井川村 (0135)32-3132

余 市 仁木町、余市町 (0135)21-2123

電 話

(0134)23-5136

(011)330-8821

(011)611-6127

１　農業協同組合

２　農業共済組合

３　土地改良区

４　国の関係機関

(0136)21-2311

新お たる
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、
赤井川村

(0135)32-2428

住 所

虻田郡倶知安町南1条東2丁目5-2

岩内郡共和町前田167

余市郡余市町黒川町5丁目22

余市郡仁木町北町3丁目4

住 所

住 所

札幌市中央区北4条西1丁目1 北農ビル15階

札 幌 管 区 気 象 台

北 海 道 開 発 局 小 樽 開 発 建 設 部

よう てい
寿都町、黒松内町、蘭越町、
ニセコ町、真狩村、留寿都村、
喜茂別町、京極町、倶知安町

名 称

北 海 道 農 政 事 務 所 札 幌 地 域 拠 点

名 称

Ｎ Ｏ Ｓ Ａ Ｉ 北 海 道 み な み 統 括 セ ン タ ー

小樽市潮見台1丁目15-5

札幌市中央区北2条西18丁目2

磯谷郡蘭越町蘭越町258-5

岩内郡共和町南幌似30-7

余市郡余市町朝日町26

虻田郡倶知安町北3条東4丁目2

余市郡仁木町西町1丁目36-1

住 所

札幌市中央区南22条西6丁目2-22
エムズ南22条第2ビル



ⅩⅡ 管内市町村の概要

- 21 -

市町村名 面積(k㎡) 人口(人) 市 町 村 名 の 由 来 役 場 の は じ ま り 木 花 そ の 他

明治２年小樽郡役所設置

明治３２年１０月区制施行

明治５年８月

永豊村戸長役場設置

明治２年

寿都外３郡役所設置

明治１２年

黒松内戸長役場設置

明治３２年５月１日

南尻別戸長役場設置

明治３４年１０月１６日

狩太村戸長役場設置

大正１１年４月１日

真狩別村設置

明治３０年７月１日

真狩村戸長役場設置

大正６年４月１日

喜茂別村設置

明治４３年４月１日

東倶知安村設置

明治２９年４月２５日

倶知安村戸長役場設置

明治３０年７月１日

前田村戸長役場設置

明治１２年４月１日

岩内戸長役場設置

明治１５年４月

泊、盃、神恵内戸長役場設置

明治１３年４月

神恵内戸長役場設置

明治１３年４月

美国戸長役場設置

明治２２年

古平郡戸長役場設置

明治１７年１１月７日

仁木村外２村戸長役場設置

明治５年

余市郡戸長役場設置

明治３２年６月１０日

赤井川村戸長役場設置

面積：令和６年　全国都道府県市区町村別面積調（１月１日時点）【国土交通省　国土地理院】

人口：令和５年住民基本台帳人口・世帯数【総務省】

アイヌ語「オタルナイ」より転化
「砂浜の中」の意

アイヌ語「フレーピラ」より転化
「赤い崖」の意

アイヌ語「ランコ・ウシ」より転化
「桂の木の多いところ」の意

アイヌ語「ニセコ」は「深山にあって、
川岸にかぶさるように出ている崖、
懸崖、絶壁」の意

アイヌ語「マツカリペッ」より転化
「羊蹄山をとりまいて溢れる川」の意

アイヌ語「ル・スツ」より転化
「道が山のふもとにある」の意

アイヌ語「キム・オ・ペツ」より転化
「奥の川または山間の川」の意

開拓の功労者、仁木竹吉の姓

アイヌ語「ヨーチ」または「イオチ」より
転化
「蛇のいる所」の意

アイヌ語「フレ・ベツ」に由来
「赤い川」の意

開拓の先駆者である京極高徳氏の姓

アイヌ語「クッシャニ」より転化
「管の（ようなところ）を・流れ出る・ところ」
の意

「共に和やかに和合し、発展しよう」
という合併村の願いを表す

アイヌ語「イワウナイ」より転化
「硫黄の流れる沢」の意

アイヌ語「ヘモイトマリ」より転化
「マスを寄せる入海」の意

アイヌ語「カムイナイ」より転化
「美しき神の沢」の意

アイヌ語「シャックコタン」より転化
「夏の村、夏場所」の意

1,937

119.84 1,886

アイヌ語「クル・マツ・ナイ」より
「和人の女のいる沢」の意

437.18 1,312

95.25 2,738

15,636

304.92 5,508

70.60 11,343

449.78 4,493

197.13 5,088

114.25

82.27 1,498

147.79 782

238.13

189.41 1,988

231.49 2,844

261.34

167.96 3,128

140.62 17,561

1,824

188.36 2,720

余 市 町

赤井川村

小 樽 市

280.09 1,106

243.83 108,548

岩 内 町

泊 村

神恵内村

積 丹 町

古 平 町

仁 木 町

真 狩 村

留寿都村

喜茂別町

京 極 町

倶知安町

共 和 町

蘭 越 町

ニセコ町

オオヒラウスユキソウブナ

コブシ コブシ

345.65 2,612

アイヌ語「シュマコマキ」より転化
「背後に岩のある」の意

アイヌ語「シュプキペツ」より転化
「川」の意

寿 都 町

黒松内町

島 牧 村

サクラ ハマナス
(鳥)
カモメ

シラカバ ラベンダー
(鳥)
アカゲラ

ブナ

カツラ
ユリ

ジャガイモ

シラカバ
セタナリア
アカダモ

エゾヤマザクラ インバチェンス

ミズナラ ヒマワリ

イタヤカエデ キバナシャクナゲ

イチイ
(オンコ)

ミツガシワ

ナナカマド ハギ

サクラ エゾスカシユリ

トドマツ
(魚)
サケ

シラカンバ ツツジ
(鳥)
アオバト

リンゴ リンゴの花
(鳥)
カモメ

エゾヤマザクラ エゾカンゾウ

シラカバ

サクランボ
コスモス
ラベンダー

ムラサキヤシオ

(鳥)
アカゲラ
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